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研究成果の概要（和文）：本研究は、研究蓄積が乏しかった東アジア諸国における労働争議の法的・実態につい
て本格的な学術調査を行うものだが、極めて多くの諸成果を公刊でき、当初の目的通りの成果を上げた。具体的
には、東アジア諸国における労働争議法制の特徴を抽出できたこと（新しい研究課題への対応ができたという成
果）、研究対象国の労働争議及び法制の現状と課題について解明したこと（アジア労働法研究の前提となる各種
研究素材を作ることができたという成果）、国際シンポジウムや定例研究会によって、日本を含むアジア各国の
研究者、行政機関等との関係及び研究ネットワークを維持発展できたという成果を挙げた。特に国際シンポジウ
ムは大成功に終わった。

研究成果の概要（英文）：We, all of members of this research, could find our academic important 
findings, therefore, publish a lot of academic papers, make many academic presentations and 
contribute developing Asian Labour Law study, base on our research activities as bellows. Namely, we
 could analyze and find out 1. the features of Labour Legislation and practices concerning labour 
conflicts in East Asian contries, 2 the actual aspects, theoretical problems and challengies of 
labour conflicts and its legislation in East Asian countries. Through this research, we couId 
maintain and develop the academic network on Asian Labour Law studies with Asian academic scholars, 
government related organizations and non governmental organizations, based on the periodical 
research meetings and the international conference with Japanses and Asian academics.Especially, our
 international meeting should be so succcessful.

研究分野： 労働法
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1．研究開始当初の背景 
 アジア諸国では、近年、民主化の進展、経
済発展等の要因により、各種法制度整備、と
りわけ、労働法制整備のニーズが高まり、各
種国際機関、先進国等から、いわゆる労働法
整備支援を受けてきた。そして、このような
法整備支援を受けたアジア諸国の労働法制
は、独自の発展を遂げようとしつつある。か
つて単なる「飾り窓」にすぎなかったアジア
諸国の労働法はようやく「実質化」しようと
しているのである。 
 しかるに、アジア諸国における労働法制の
実質的展開を、理論および実務的両面から研
究する本格的活動は存在しなかった。それは、
労働法分野における比較法の研究対象が、欧
米諸国が中心であったという要因もある。そ
こで、１９９０年代初頭より、各国研究とい
う形で、アジア労働法制を研究しつづけてき
たアジア労働法研究会（本研究組織の研究代
表者・分担者を中心に組織する）は、東アジ
ア諸国の労働法制について、本格的な研究活
動を行うこととした。具体的にはこれまで２
期に分けて取り組んできた。 
 第一期は、「東アジア諸国における労働法
整備支援と労働契約法制の展開」（文科省科
研費基盤研究（Ｂ）海外学術調査、平成 20
～22 年）という学術研究活動である。主に東
南アジア諸国を対象とした。本研究課題への
取り組みの結果、これまで必ずしも明らかに
されてこなかった、アジア労働法の労働契約
実定法制が著しく進展していること、裁判所
による判例法理が展開していること、労働行
政の実務的対応が開始していること等が析
出された。この研究によって、東アジア諸国
の労働法制に関する「総論的」研究の足がか
りが得られるとともに、東アジア諸国におい
ても、労働契約法制における各論的課題が重
要な問題になっていることが判明した。 
 第二期は、「東アジア諸国における非典型
雇用の法的・実態分析」（文科省科研費基盤
研究（Ｂ）海外学術調査、平成 23～25 年）
という学術研究活動である。本研究は、第一
期で得られた成果をもとに、南アジア諸国の
本格的研究も開始するとともに、「非典型雇
用」という各論的テーマについて、法制度、
社会的保護、移民労働、ジェンダー、労働組
合という観点から総合的に分析を行ったも
のである。その結果、多面的に、東アジア諸
国の非正規労働者の問題点に迫ることがで
き、東アジア諸国における非正規雇用の法
的・実務的課題について、研究の先鞭をつけ
ることができた。特に、非典型雇用の多様性
は、欧米労働法制的な発想では把握しきれな
いところがあり、アジア労働法と労使関係の
特殊性に関する理論的検討の必要性が一層
浮き彫りとなった。 
 このように、以上のような学術研究活動を
通して、東アジア諸国の労働法制について、
単なる法的側面のみならず、実態的に解明す
ることが可能となった。それのみならず、こ

れまで構築してきたアジア労働法研究ネッ
トワークを、さらに大きく発展させることが
できた。 
 このような研究過程で、直近の重要テーマ
として浮上してきたのが、「労働争議」問題
である。東アジア諸国では、これまでは、権
威主義的な統治等のために、労働者および労
働組合は、団結権の制限を受けてきたがそれ
らの制限が緩和されてきたこと、労働者が労
働条件の向上を訴える機会が増加し、団体交
渉による解決がなされない場合にストライ
キが発生していること、などが背景である。
いわゆる山猫ストのようなケースも多々生
じている。そのために，労働争議問題は、社
会的、経済的および政治的に極めて重要なホ
ットイッシューとなっている。 
 加えて、労働争議問題は、日系企業をはじ
めとする外資企業にとって深刻な問題とな
っている。規模の大きい労働争議が頻発して
いるからである。具体的にはインドのマルチ
スズキ争議、インドネシアブカシ地区でのス
ウィーピング問題、中国シンセン地区での賃
金上げ争議等である。 
 そこで我々は、２０１３年６月のアジア法
学会にて、「アジアに進出した日系企業の労
使紛争処理」というテーマで研究発表を行う
こととした。本報告は、対象国を中国（山下
昇）、ベトナム（斉藤善久）、インドネシア
（藤川久昭）、インド（香川孝三）に限定し
た上で、労使紛争がどのような手続で処理さ
れているのか分析し、日系企業での特徴の有
無を検証したものである。 
 
２．研究の目的 
 しかし、上記シンポジウムでの研究は、あ
くまでも、「限定」的な研究であった。 
 第１に、時間の制約などもあり、対象国が
特に話題となっている国に限定されたこと
である。東アジア諸国における労働争議につ
いて研究を行うには、カンボジア等の東南ア
ジア諸国のみならず、バングラディッシュ、
パキスタン、スリランカなどにも視野を広げ
なければならない。 
 第２に、日系企業における問題点のみしか
扱っていないことである。アジア各国におけ
る、自国企業における労働争議の実態につい
ては、必ずしも十分に取り扱われていないの
である。そこでわれわれは、上記シンポジウ
ムでの問題提起をもとに、「東アジア諸国に
おける労働争議の法的・実態的分析」という
テーマで、本格的な海外学術研究を行うこと
とし、今回の研究を行うに至った次第である。 
 まず、本テーマに関する研究のために、決
定的に不足しているのは、特に現実的側面の
研究に関する各種素材である。本研究は、労
働関連分野等において、十分な蓄積がない分
野だからである。そこで、本研究では、下述
する研究対象国各国、諸機関を訪問し、それ
らの協力をえながら現地実態調査を行い、こ
れらの各種素材を収集するとともに、これま



での研究にて構築された研究ネットワーク
の維持・発展を行うことを目的とする。 
 次に、本研究テーマの海外研究対象国であ
るが、第二期の研究と同様に、単なる各国研
究で終わらせることなく、次の５類型を設定
する。①社会主義国で資本主義経済体制に
（一部）適応しようとしている国、②近年経
済発展の取組みを開始し、なお途上にある国、
③経済発展に取り組んできたものの必ずし
も成功していない国、④経済発展著しい国、
⑤一定以上の経済発展を遂げた国にわけて、
現実および課題を分析したい。具体的には、
①についてはベトナム・ラオス、ミャンマー、
②についてはバングラディシュ、パキスタン、
③についてはフィリピン、スリランカ、ネパ
ール、④についてはインド、マレーシア、タ
イ、インドネシア、⑤については中国、韓国、
台湾、シンガポールを選定して海外学術調査
を行う。もっとも、研究分担については、費
用面を考えて合理的経路が構築できるよう
に設定する。 
 最後に、上記の現実的側面で得た「情報」
をもとに、非正規雇用に関する重要論点を設
定し、学術的研究を各国研究に止まらせるこ
となく、横断的な比較研究も行う。すなわち、
Ａ労働争議の実態、Ｂ労働争議と経済発展、
Ｃ労働争議と政治体制、Ｄ労働争議と労働法
制、Ｅ労働争議と非典型雇用、Ｆ労働争議と
ジェンダー、Ｇ労働争議と外資系企業の７点
である。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、研究目的を実現するために、
まず、本調査研究対象国を５類型に分類する。
すなわち、①社会主義国で資本主義経済体制
に適応しようとしている国、②近年経済発展
の取組みを開始し途上にある国、③経済発展
に取り組んできたものの必ずしも成功して
いない国、④経済発展著しい国、⑤一定以上
の経済発展を遂げた国である。これらについ
て各国研究としての作業（比較法的研究・法
社会学的研究）を十分に行う。次に、単なる
各国研究に終わらせることがないよう、Ａ労
働争議の実態、Ｂ労働争議と経済発展、Ｃ労
働争議と政治体制、Ｄ労働争議と労働法制、
Ｅ労働争議と非典型雇用、Ｆ労働争議とジェ
ンダー、Ｇ労働争議と外資系企業の７点から
分析を行うという方法によって研究を行う。
そして、このような研究作業を、研究対象国
でのヒアリング実態調査、文献調査、研究会
開催、国際シンポジウム開催等の方法で行う。 
 
４．研究成果 
 具体的な研究成果は、５．を参照されたい。
ここでは、総論的に次の５点を指摘する。 
 第１に、労働法と関連分野において、本
テーマは、本格的にはほとんど手がつけら
れていない研究であることである。 
 第２に、法社会学的手法を踏まえて実態
調査を行う点で、単なる法的研究に終わっ

ていない点である。第３に、今期の研究は、
南アジア諸国の労働法制と労使関係の本格
的な研究を行うという点である。第４に、
日本企業にとっても切実な問題であること
から、本研究の成果は、実務的にも大いに
必要とされるという社会的意義である。第
４に、国際労働機関等の国際機関、各国の
労働行政機関（インドネシア労働移住省、
韓国労働部等）、海外研究者（韓国外国語
大学イジョン教授、中国人民大学チャンガ
イ教授、台湾大学ワンナックン准教授等）
等のアジア労働法研究ネットワークをフル
に活用するとともに、国際シンポジウムに
よって研究成果の発信を行う点である。 
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